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（調査報告）

大阪府下における中小企業の雇用・ 労働条件

玉井金五

I 

本稿は，昨年行なわれた大阪府下の中小企

業の雇用 ・労働条件等に関する実態調査をも

とに，現在わが国で焦点となっているいくつ

かの重要な課題に接近を試みようとするもの

である。

本調査は毎年定期的に実施されており，そ

の結果については『中小企業の屈用 ・労働条

件等に関する実態調査結果報告』 （大阪府中

小企業労務改善集団述合会）として刊行され

てきている。したがって，詳細は当『報告』

に譲るしかないが，主な特徴点を記せば，以

下の 2点になるだろう。ひとつは，従業員30

人未満の事業所も対象としているため，調査

報告として極めて興味深い点を有しているこ

とである。この規模クラスの本テーマにかか

わる詳細な調査は府下においてもほとんど存

在しないうえ， しかもこれまで毎年継続され

てきている点は大いに注目されてよい。もう

ひとつは，対象となる事業所が地域別にみて

府下全域にわたるうえ，産業も建設染からサ

ービス業まで，広範囲に包括されている点で

ある。

〔キー・ワーズ）

中小企業，労働条件，福利厚生
＊ 本調査報告の集計 ・分析は．長年にわたり

現大阪市大経済研究所名榜教授の山本正治郎

先生が担当されてきたが， 63年度は箪者がそ
の作業に従事した。このさい，調査方法や集

計の手続きに変更を加えていない。ご指苺下
さった山本先生，ならびに集計作業にご尽力

下さった大阪府労慟部の西口安重氏をはじめ

とする多数の方々に，お礼申し上げたい。

さて，表ー1は，集計対象事業所を産業

別 ・規模別でみたものである。今回の集計対

象事業所は， 1,414事業所であった。 ちなみ

に，前年は 1,442事業所であったから， わず

かに下回った。

まず，産業別にみると，製造業が655事業

所であり，全体の約46％を占めた。製造業中

では，機械金属が351事業所，その他が212事

業所，そして繊維が92事業所という順であっ

た。次が卸売小売業であり， 392事業所（全

体の約28%），そして建設業が214事業所，サ

ービス業が153事業所であった。

他方，規模別でみると， 1~9人の零細事

業所は363で25.7%, 10~29人の小規模事業

所は 456で32.2％を占めた。 したがって， 30

人未瀾の小零細事業所は全体の約6割近い比

率に逹している。 30~99人は 394で27.9%,

100~299人は 201で 14.2％であった。ちなみ

に，これら規校別の割合は，前回調森のとき

とほぽ同じである。

以下では， 『報告』のなかから，近年多方

面で論議されている問題とりわけ定年制，

障宙者雇用， 退戦金 ・年金制度，週休2日

制，女子パートクイマーの5点を採り上げ，

府下の実態に迫ってみることにする。

II 

高齢者雇用への関心が高まってからすでに

久しいが，公的年金，とりわけ原生年金の老

齢年金の支給開始年齢が65歳に引き上げられ

ることが必至になったため，再度定年制問題

がクローズ ・アップされた"。
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表ー1 集計対象事業所
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表ー3 退 職 金 制 度の 設定
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（単位： ％） 

＼ 規佼菜 E | 
F 製 造 菜 G 

L I 合計
建設栗横 雑 機械金屈 その他 計 卸生J売し 業・サービス業

a. 1人～ 9人 15 59 38 112 115 

亨201 

b. 10 ~ 29 26 110 50 186 140 

c. 30 ~99 22 

1529 3 1 
75 226 97 

d. 100 ~299 29 49 131 40 18 

＾ u 

計 l 92 I 351 I 212 I 655 392 153 | 1, 4“ 

（出所） 『中小企菜の屈用 ・ 労拗条,.,•中に関する実態閃た結果報告J (1989年）。

表ー2 定年年齢（一律定年制）
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これまでに刊行されたさまざまな調査結果

は，定年制60歳が土流にな りつつある こと を

説いているが，この点府下の中小企業はいか

なる状況であろうか。表ー 2は，一律定年制

1) 1986（昭61)年の甚礎年金母入は，支給皿

始年齢の引上げや財政調整のあり方等，さま

ざまな重要問題を抱えていたにもかかわら

ず，改革の背烈の本質にまで本格的なメ スを

入れた議論は少なかった。 今日再び改革論議

が狂場しているのは， 86年改革の不十分さの

裏がえしといってよい。 この点に関しては，

拙稿「公的年金材度改革案の功罪J,『保険学

雑誌』 506号， 1984年，をみよ。

の場合の定年年齢を示したものである。 これ

をみると， 60歳定年は63.8%であり， 前年

(62.l%) よりわずかに上回った。 61歳以上

は2.6％であるから， これを含めると60歳以

上の定年は66.4％ となり， 6割を超えている。

この点， 産業別 ・規校別にみても， 60歳以上

については大半が6割以上の割合である。そ

の意味で，府下の中小企業でも60歳定年はか

なり没透しつつあるといってよいだろう。

それに対して，60歳未滴定年をみると，55

歳定年が19.l％と約 2割を占めている。ちな

みに，前年は20.4％であるから， わずかに低

＼、 項 目 1退設頓止寧字
形態別構成(A=lOO) 方法別構成 (A=lOO)

退一時戟金退年 駁金 ⑦ と 会独 社自 退済中戟割小企度金共業 ＠ と 厚年 生金、し ヽ

‘ （所汲定市栗） の⑦みのみ ④の の制⑨ 度へ Rの 基金加等 その他

区分 殴¥□¥、| =A ① 併用 度 加入 ④ 併用 へ 入

E.建 65.0 67. 2 - 4. 7 I 28. I 37. 5 35. 2 10. 9 26. 6 6. 3 

産
F. 炉(Ill械金雄属

74. I 66.7 o.o 33. 3 60.0 13.3 13.3 15.0 3.3 

79.3 55.6 4.4 40.0 34.5 29. 5 17. 1 16. 7 10.5 

業 その 他 87.9 54.9 2. 7 42.3 37.9 24.7 14.3 22. 5 9.3 

計 81. 4 56.7 3.3 40.0 38.7 25. 9 15. 7 18.6 9.3 

別 G. 卸如Jヽ売業 77. 4 63.3 2.7 34.0 37. l 26. 2 16.7 32.0 4.8 

L.サーピス槃 73. 2 | 65. 2 3.6 31.3 36.6 33. o 9.8 17.9 7. l 

炭
a. 1人～ 9人 51. 1 I 81. 1 6. 1 

12．, 可8'五32.， 46. 7 16. 1 13.3 6. l 

桟
b. 10 ~ 29 76. 7 74.9 2.3 22 9 38.4 15. 6 l 6. 8 7.2 

c. 30 ~99 90.8 51. 9 2.9 45. 2 43.2 19.9 15.0 28.5 7.8 
別 d. 100 ~299 98, 9 | 29.8 3.4 66.9 46. 1 3.9 1 1. 2 35.4 8.4 

＾ ロ

JI・ 77. o | 60, 7 3. 31 36. 0 37. 91 27.91 14.7 23.2 7.4 

（出所） 同上。

下した。産業別では， サービス業の14.0％か

らその他製造業の23.2％までひらきがある。

もっと も， 55歳定年といっても，再雇用や勤

務延長等を利用して，60栽程度までの屈用延

及を図るケースがしばしばあるから，実質的

に60歳定年に近い事業所もある。しかしなが

ら，制度的に保応される定年制が，本閲在の

-fl！定年制のめ合3分の 1はまだ60歳未洪で

ある こと， また全体的にみて 2割は55歳とい

う点からし"t,いわゆる 「65歳定年制」には

程遠いものがある。

いずれにしろ，本調査でも60歳定年制が全

体の 3分の 2を占め，主流にな りつつあるこ

とがわかる。とはいえ，60戚定年制の荘入に

よって， さまざまなメリット ・デメリットが

でてきている事業所もあろう。今日， 年金と

の関係で65歳までの雇用延長が一部で灼邸に

唱ばれるが，現在最も必要なのは60歳定年制

荘入の効果等を再検討すぺきことである。な

ぜなら，その上に立った60歳台前半府対策へ

の取組みこそ大切だからであり，それは相当

柔軟な形での対処が求められるぺきことはい

うまでもないであろう 2)。

すでにみたように， 定年制延長を代表とす

る研齢老屈用の間逍は，公的年金の支給と密

接にかかわるものである。そこで，次に本関

査から退腺金 ・年金制度についての結果をみ

ておきたい。とりわけ，退駁金や企業年金は

公的年金を補完するものとして，重要な位此

づけを与えられて きているが，府下の中小企

業ではどの程度制度化が図られているのだろ

うか。

表 3は，退1敗金制度の設定状況を示した

ものである。まず， 退職金制度設定事業所

の割合をみると 77.0％であり， これは前年

(74.5%）よりもすこし上同った。

これを産棠別にみる と， 建設業の 65.0％か

らその他製造業の印．9％まで， かなり大きな

ひらきがみられる。また規校別にみると， 1 

~ 9人の51.1％から， 100~299人の98.9％と，

これまた非常に大きなひらきが生じている。

1~ 9人の規模では，退職金制度の設定事業

2) 中小企業における60歳台前半屈の雇用対策

のあり方については，座談会「新しい労働行
政に期待するJ. 『大阪労働』創刊号， 1989

年， を参照されたい。
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所が半分をわずかに上回る程度である。この

点，規模の上昇とともに割合が高まり，30人

以上で 9割を超える。規松問の格差は歴然と

している。

次に，退職金の形態をみると，退職一時金

が60.7%（前年57.4%）で最も多い。これに

対して，退職年金のみは 3.3%（前年2.6%)

であって，割合として極めて小さい。退職一

時金と年金の併用は36.0％であった。 この併

用のケースを産業別でみると， 建設業では

28.1%（前年25.0%）だが， 機械金属やその

他製造業では40.0％を超えている。また，規

さて，定年制，退職金・年金制度とと もに

検討を加えてお きたい点は，週休2日制の問

題である。労働時問短縮への要求が著しく森

まってきている折，週休2日制の積極的な羽

入は避けて通れなくなってきている。

表ー 4は，週休制の形態を示したものであ

る。これをみると， 週休2日制が53.0% （前

年52.8%)で最も多い。次が週休 1日制であ

り，36.2% （前年36.5%）であった。これは，

全体の 3分の 1以上を占める。週休 1日半制

は， 2.2%（前年3.4%）であり， またその他

週休制は， 5.9% （同4.9%）であった。

模別にみると， 1~9人が 12.8％であるのに これらのうち，週休2日制を産業別にみて

対して，10~29人は22.8%. 30~99人は45.2 みよう。 建設業は31.0%（前年30.3%) と低

%, 100~299人は 66.9％というように，規模 いのに対して，他はすべて50％を超えてい

の上昇とともに高くなり，規模f廿］のひら きは る。とくに， その他製造業は62.3％に逹して

大きい。 いる。また， 規模別にみると， 1~9人が

さらに，退職金制度の運用に際しての方法

別構成をみると，会社独自の制度としての運

用が 37.9% （前年39.4%）で最も多い。次が

中小企業退職金共済制度への加入であって，

27.9％を占めた。会社独自の制度と中小企業

退職金共済制度加入の併用は 14.7％である。

したがって，併用のケースも含めると中小企

業退職金共済制度への加入は， 4割をすこし

上回る水準となる。また，厚生年金基金や適

格退職年金等の企業年金への加入は 23.2％で

あった。

みられるように，退戦金 ・年金制度はとり

わけ規模間の格差を反映する結果となってい

る。 小零細事業所では退戦金の制度化ですら

十分でない。また，制度化が図られていると

しても一時金中心で，年金との併用は割合と

して小さい。その意味では，こうした事業所

に勤務する従業員にとって，所得保節として

の公的年金のもつ意義は極めて大きなものが

ある。いいかえれば，退職一時金，企業年金

等に十分依存できないケースをも視野に入れ

た公的年金の改革方向は相変らず求められて

おり，このさいとくに独調されるぺきであろ

ぅ3)。

24.6%（前年23.0%）であるのに対して， 10

~29人で48.4%,30~99人で70.3%,100~299 

人で83.3％と， 規模の上昇と ともに割合が高

くなっており，規模問のひらきは大きい。

そこで，週休2日制の形態をみると，表一

5のとおりである。週休2日制といっても さ

まざまな形で実施されているが，表ー 5をみ

ると，月 1回が最も多く 34.9% （前年33.5%)

を占めた。産業別では，機械金屈以外はすぺ

て30％を超えている。また，規模別では l~

9人，10~29人と も40％を超えているのに対

して， 100~299人では13.3％と， 規模問にひ

らきが生じている。

次に多いのが月 2回であり，29.7% （前年

32.6%)であった。隔週は 15.2%（前年13.8

％），月 3回は4.3%（同3.6%)である。した

がって，週休2日制といっても，月 1回と月

2回で大体全体の 3分の 2を占めるのがわか

る。 他方， 完全週休2日制は 5.4％であり，

これは前年 (5.4%) と全く同じであった。

3) 中小企業における企菜年金蒔入の問題点に

ついては，筆者も以下の論稿で指摘した。

「中小企業と企業年金」 （共同研究），生命保

険文化研究所在斤報』69号， 1984年。
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（単位： ％） 

こ 週1 日休制 週日休半 制1 週2 日休制I週そ休の他制 週未休実制施 メ口 計

E.建 設 業 55.8 2.5 31. o 5. 1 5.6 100.0(197) 

産
F ｛俄維

38.3 51.9 3. 7 6.2 100.0(81) 

製羹 機械金属 34.4 2.3 52.9 8.1 2.3 100.0(346) 

業 その他 29.5 0.5 62.3 6.8 1. o 100.0(207) 

計 33.3 1. 4 55.8 7. 1 2.4 100.0(634) 

別 G.卸売小売業 31.7 2.6 59.0 5.3 1. 3 100.0(378) 

L. サービス業 34.2 4.6 55.3 3.3 2.6 100. 0(152) 

規
a. 1人～ 9人 63.0 4.0 24.6 4.0 4.3 100-0(350) 

b. 10 ~ 29 40.9 2. 7 48. 4 4.7 3.3 100.0(450) 
模

c. 30 ~99 19.2 1. 3 70.3 7.9 1. 3 100.0(381) 

別 d. 100 ~299 8. 3 83.3 8.3 100-0(180) 

A ロ 計 I 36. 2 | 2. 2 I s3.o 1 5.9 2. 6 1 100. 0(1, 361) 

（出所） 同上。

表ー5 週休2日制の形態 （隼位：％）

＼`‘ 項目

区分 ¥‘‘~

完 全 月 3回 隔 週 月 2回 月 1回 その他 （合週実休2日計制所） 
施事業所

E.建設業 4.9 1. 6 21.3 24.6 37.7 9.8 61 

産 F.9｛繊呻金維属

7. 1 2.4 19.0 31. o 35.7 4.8 42 

7. I 3.3 1 8. 6 29.5 29.0 12.6 183 

栗 その他 5.4 7.0 9.3 24. 8 37.2 16.3 129 

計 6.5 4.5 15.3 28.0 32.8 13.0 354 

別 G.卸売小売業 2.2 4.0 14.8 34.5 37.2 7.2 223 

L.サービス業 9.5 6.0 11.9 28.6 34.5 9.5 84 

規
a. 1人～ 9人 9.3 2.3 12.8 23.3 44.2 8. 1 86 

b. 10 ~ 29 3. 7 2.3 1 1. 5 28.9 49.5 4.2 218 
模

c. 30 ~99 3.7 3.0 18.6 31.2 32.0 11.5 269 

別 d. 100 ~299 8.7 10.7 16.0 32.0 1 3. 3 19.3 150 

A ロ 計 I 5. 4 | 4.3 15. 2 29. 1 I 34.9 I 10. 5 I 723 

（出所） 同上。

とはいえ，産業別規模別にみると，かなりの

ひらきがみられる。

ってきている今日，今回の調査はそうした見

方に対して十分な注意を促すものである。

以上から明らかなように，週休2日制が涵

入されている場合でも多くは月 1回ないし

月2回であり， 完全週休2日制はまだ5％程

度という水準である。週休 2日制といえば，

完全週休2日制と解釈する傾向が徐々に強ま

III 

すでにみた高齢者とともに，府下の中小企

業における女子労働者や障害者の雇用 ・労働

条件についても，その実態を一部紹介してお
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きたい。

女子労働者にかかわる問題は数多 く存在す

るが，以下はパ ー トクイマ ーに焦点をあてて

みた。表ー 6は，女子バ ー トクイマ ーに関す

る状況を示したものである。これをみると，

女子パ ー トクイマーの在籍事業所の割合は

44.2％であり ，前年と全く 同じであ った。そ

れを産業別にみると， 建設業は 9.6%（前年

11.5%）であるのに対して， 製造業は全体に

高く， 今回の調査で繊維は 70.4%（前年59.3

％）に逹した。また，規模別にみると， 1~ 

9人が 18.5%（前年22.8%）であるのに対し

て，規模の上昇とともに高 くな り， 100~299

人では 69.4%（前年70.3%）になっ ている。

このように，産業閻，規模問それぞれにおい

て大きなひら きがみられる。

次に，在籍事業所における1事業所あたり

の平均人員をみると， 9.3人 （前年8.5人）で

あった。ただ し， 産業閻，規模閻それぞれに

おいてひらきは大きい。平均年齢を回答事業

所においてみると，42歳であり前年と同じで

あった。これは，産業問，規模閻いずれにお

いても大きな差はない。平均勤続年数を回答

事業所においてみると， 3.5年で あった。ち

なみに， 前年は 3.8年であり ， 今回それをわ

ずかに下回った。産業闘規模閻いずれにお

いても大きなひらきはない。

1日の平均所定労働時閾を回答事業所にお

いてみると， 6時問2分であり，前年 (6時

間）とほとんど変わりはなか った。産業問，

規模問でみると，前者では約 1時問，後者で

は約30分のひらきがみられる。これら事業所

で超過勤務がある事業所の割合をみると，

21.9％であり ， これは前年 (20.6%) をわず

かに上回った。 他方，平均時間給をみると，

637円 （前年600円）であ った。これを産業間

でみる と， かなりのひらきが生じている。ま

た，年末一時金 (62年） を回答事業所でみる

と， 73,317円（前年69,953円）であった。 こ

れも産業問における ひらきが目立っている。

定されている事業所の割合をみると， 35.4% 

であ った。前年が30.3％であったから， すこ

し上回 っている。ただし，これを産業別にみ

ると，建設業の 10.5％から，その他製造業の

43.8％までかなりのひらきがある。 また，規

模別にみても， 1~9人の 10.8％から， 100 

~299人の 64.0％まで， 大きなひらきが生 じ

ている。 なお，年次有給休暇の設定率は32.3

％であ り， 前年 (29.2%)をすこし上回る結

果となった。これも産業問，規模問において

大きなひらきがあり ， とくに規模問ではそれ

が著しい。

最後に，今後の雇用計画についてみると，

現在のままでよいが64.4%（前年66.1%）で

最も多かった。次が常用を減ら しパート を増

やすであり 28.8％ を占めた。これは，前年

(21.5%）を上回っている。さらに， 増やす

は4.5%，減らすは2.3％ という割合であ った。

これらのうち，常用を減らしパー トを増やす

と，増やすの2つで33.3％となるが， これは

前年 (30.4%)をすこし上回っている。

以上からすれば，本調査の女子バ ー トクイ

マーは乎均で， 40歳前後，一 日大体6時間労

慟，時問給600円台という，ひとつの輪郭が

浮かび上がってくる。近年，パート クイマ ー

の多様化， 変容等論じられるが，調査対象と

なった府下の中小企業レペルにおける女子パ

ートクイマーについては，平均的にみて大き

な変化は生じていないように思われる。

さて，次に障害者雇用の実態を採り上げて

みよう。周知のように，1988年 4月から 「即

害者の罷用の促進等に関する法律」が実施さ

れ，節害者雇用も新たな段階に入った4)。改

正の要点はいくつかあげうるが，そのなかで

法定府用率が引き上げ られた点 に注目した

い。民閻企業は， 従来の1.5％から， 1.6％に

なったため，厳密には従業員数63人以上の場

4) 障害者雇用促進法の背景と問題点について

は， 大谷強 『社会福祉から地域社会づくり

へ』， 現代害館， 1989年，第6章，をみられ

女子パートクイマーに対する就業規則が設 たい。

訳玉
t
2
ヤ
翌
lJ
一
ー
ド
｝
≪
4
ー
ッ
、
片
叔

9ー條

掬臣 ＾ 0 O ＾ 0O ) ＾ ..... ＾ N 、^C OO 0一 ＾ O C ..... ＾ O O ＾ O ＾ C9 ＾ 0 ＾ ,...., G 
ト 〇 sて 0

、こーノツ0 、 、00.... ‘.... .... ‘0 一ノ ッ 、一、.... -'--'  .... 
談

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
゜

§ g g 含 g g g g g g g g g 
回悔 ←―̀ ..... ←一、 ,.... 〒―̀ ァ—’ ..... 

旦
じ .... じ .... ←一~ .... て → uつ .... ， 

゜涎 'ふ ヤ C 6 ..... ci C d ←―̀  ••4 

゜
CJ 

｀ 
d 

旦 ゜ ←―̀  。
゜

Cヽ］ .... 00 て “ 03 .... uっ
寄 北 ャ る

゜
c ド u d 心 r ci ド ¢ 呵

e 6 
゜ ゜

oo CJ 00 じヽ 00 ァ―’ .... cn oo 

摩
正紐涎,..)I如密佑ヤ 器 箆 斜 器 箆 芯 ；； ← 芯 箆 箆 必

ふ ふ ＜゚ム
..... CJ 

卜 じ
..,. 

゜
I.() 6 

゜
uっ cn 

゜ ゜
.,,. 

出惑 悩や； 忠 箆 箆 話 g 巨 --0 o; ci 

゜
u 寸

e悩サ じ r ト u uっ “ 

“) oo u 03 ば “ CJ 00 CJ じ
゜

... 
ぷ^’祇樗悶ト’くヽヤ籍拇 謡 2 筈 含 含 芍 腐 翁 g 乏 含 苫 ¢ 

゜
、埓ノ 正ヽ唸 .... .... uつ c 

゜
r- u •) 

゜ ゜
uっ

｀ ゜
製甜 よl 虚

ァO 器 C 店 oo 宕 .... c 
゜ 箆 ..... CJ 

CJl .... 
゜

CJ .... デ”4 ）̀ ゜

＾ 〇 ＾ ト0 ＾ C0 .... l ＾ 0卜う 、^0 。C-J ＾ 0 卜 ＾ 0の) ^  “C) ＾ ......... 。^lO ヘじOう C 

叶恨載許 俎営1＾ ぶs 吐

oo 

全
ノヽ ツ.... 、.... - ッ

゜、00 0 -、000 、0........ 、.... o ....° c .... 、"0 o 、° 0 .... g〇 卜芯 。にぅ Cg J こ
、- ゜

ご 忌 O じ 痣 忌 忌 ミ^ 醤 毯 足 に^ g 

瑕袢 迦室堂

＾ c ← ＾ uモ ＾ ごC卜ヽ ＾ ＾ ..... ＾ ての9 ＾ 0 O ＾ U0 ) ＾ 00 ←―0 ̀  ^  0 ← ＾ C-J g 、-記 ツ 、J ぢヽ←→ ツo0 、...... 、 ‘ーノッツCJ 、..... 一／
ヽ o O ,...., 1/)O o o O .... 0 O - 0 O ,...., 0 -O 0 m OO o 0o ` 3o  a ..... :） 冦°,...., “,...., ` 

゜ ゜
co 

｀ ゜
c ぐ じ “ ゜ ゜

c 

、誓J <^ 
e心酋出拾硲距でら 0 ..... . 0 C.』 0CJ.マCJ."  CJ . " C .~ C • 

c . r .u:  '.  
-—ヽ

-:i:,r-恕 - N じCJ ° 

農髯塁
槃料股棗垣聖 ＾ 中．． ^ ヽ。"~^ Iヽ.(')I.(') ノ 0̂00 .... ＾ ツ0........ ^ 、＂ト0C~J ＾ 、0の-一 、^0。一／

^ N u:, ^ OO 00^  O .... ＾ OO c g u 
、-、←.., ..__,,CJ 、,-;- 、-

m- 距 、臣営-
oo て oC~〉、0て- “← ) ← 0 0 r 0 °o ‘ o  u oo ぅ C← C3 

゜．． ．．．．．． ．． ．．．． .. .... .. 
o o o o o m o o uっ｀ ｀ ｀ 

罪 薬 姦 綽‘回^--臣説姑-/ ＾ 叶'-' 

^ C＂ ＾ ゚.... ＾ ツr卜←→ ^ 6の← ＾ 、0.... 0 ーノ ＾ 0 ..-< ＾ c0 J o^ u へoo ..... 3 ＾ u ← ＾ C← 9 

怠‘ヽノ＂ヽーツ卜 0 、ト-’ ド ツ.... マ 、0-ノ 、一、ノ、C一J 、←-
て゜｀て u 

汁裁叶 るるるるる⇔ d 9̀ ． 0 ． 0 ． 0 ． る

哉孟露贔 s ＾ 0 " ＾ O 0 ＾ マOO.... ＾ O .... マ ＾ 、oマト一 ＾ 0 の ＾ 0 O ^ ツc<.oっ 、^u00 .... - ^ ‘c .... C`rJノ9 ^ 、Cc.... ノO 禽゚
ツ00の 、0マーノ '-'0 マ ‘" .... - O .... 、O0 ..... ノ ツCl'> 0 ヽ

片叶 0 .... ....- 0......... .... さ

゜
，，， 00 c 

゜
oo “ 00 oo O 

゜ ゜
以七片-<罰 ^ ←一＇ CJ a ぷ .... 

“ 
ド ←一、

゜
oo oo 0) 

3将心皿 5 CU .... ←―̀  

渫念［<器口
g 

^ ヽ〇,....,〇 ^ ‘O トマ一 ＾ 、OO0 ,....,O ーノ ^ ‘O O ← ,...., ^ ‘0OO 0OO ^ ‘0 ÒO ,...., ノ' ＾ ‘ 0 ` O 
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表ー7 障害考の新規採用と在籍状況 （単位： ％） 

項目

区分

産

業

維

屈

他

業

設

麟

の

計

饂

識

機

そ

売

建
ー
ー
j

しヽ

卸

．
．
 
製
造
菜

．

E

F

G

 

別

業

殷

校

別

L.サービス棠

a. 1人～ 9人

b. 10 ~ 29 i 

c. 30 ~ 99 
d. 100 ~299 

合計

（出所） 同上。

過去3 在麻状況 在 籍
年問に
新規採屈用形態 戟種 計

する
A 11r B 

用した ］ 
事業所

事業所 ［歪紀配』［至配輝

の割合 1常用 臨時管理蒻技場面 w（人） 1 (B） 立言！厨［三□I l:： I 〗1 臼
喜臼旦］攣国］日

旦□星旦旦旦Ii;;6.『95．斗 4．422.1| 77.99 100.o(763) - 3461.2 | 25. 4 

合，当法の適用対象になるということであ

る。 したがって，本澗布は当法の直接適用と

なり えない対象を含んでいるこ とにあらかじ

め注意されたい。

ところで，表ー7は，筍害者の新規採用と

在窟状況を示 したものである。これをみ る

と，過去3年問に新規採用した市業所の割合

は6.3％であった。前年が5.8％であったから，

それをすこし上回っ ている。 しか し， 産架

問，規模問では，かなりのひらきがある。前

者では， 卸売小売業が 2.4％であるのに対し

て，繊維では 13.6％に達している。総じて，

製造業での割合が高い。また，後者では， 1 

~9人の2.3％から100~299人の11.l％まで，

規模の上昇とともに麻くなっており，ひらき

がある。

節害者が在簡する市業所の割合は，全市業

所中の 24.5% （前年25.5%）であった。これ

を産業別でみると，製造業が高く，紘維54.3

％，機械金属35.4%，その他製造業43.0％で

あるのに対して，建設業 12.7%，卸売小売業

10.8%， サーピス業 15.7％と低く，産業問に

大きなひらきがある。また，規模別にみる

と， 1~9人の3.7％から，100~299人の71.7

％まで，規模の上昇とと もに割合は裔くなっ

ているのがわかる。

在j杓Jば業所における障害者の在藉人員数

は， 全労働者中の 1.2％を占めているが， こ

れは前年 (1.0%)よりもわずかに上回って

いる。ただし，これを産業別にみる と，卸売

小売裳0.4%，建設業とサービス莱が0.7％と

低いのに対して，製造業は全体的に邸く，織

維は 2.2％にまで達している。 なお， 規模別

ではそれほど大きなひら きは生じていない。

障害者の屈用形態をみると，常用が95.3%.

臨時が4.7％であった。前年はそれぞれ96.4%

と3.6％であったから， 大きな変化はない。

また， 戟種についてみると， 現場・技術が

77.9％であるのに対して，管理 ・事務は22.1

％であった。ちなみに，前年はそれぞれ80.5

％と 19.5％であったから，これも大きな変化

はないといってよい。

節害者屈用は， これまでさま ざまな努力が

積み爪ねられてきたとはいえ，調査結果から

大阪府下における中小企業の雇用 ・労慟条件

明らかなように，産業問での採用に大きな格

迄が生じている。また，就業の継続性につい

ても， できるだけ定滸を図るという視点か

ら，政府や企業レペルでの取組みも進められ

てきてはいるが，まだ十全の解決をみていな

い。さらには，重度悴苫者の場合だと，雇用

機会は極めてきびしいものがある。その意味

で，労使問でのねばり強い交渉が要求される

課題であるとともに，屈用保障と社会保節の

かかわり合いをも真正面から論じる必要があ

ろう。 90年代の焦点となること必至である。

IV 

これまで，いくつかの主要な課題に限定し

て，調査結果の紹介を行なってきた。以下

に，それらを整理しておこう。

第一は，本調査は両査対象に従菜員30人未

満の事業所も含めているため，中小企業とい

って も比較的データ の収集が容易でないもの

までカヴァーしていることである。しかも，

かかる事業所数が調査対象全体の5割を超え

ている点は，小零細事菜所の屈用 ・労働条件

の実態に迫るうえで，非常に大きな意義を4i
すると思われる。加えて、これら事業所が産

業別は勿論のこと，地域別にみても府下全域

に広がっていることは調査結果の有効性を麻

めるものとなっている。

113 

第二に，すでに採り上げた検討課俎のう

ち，定年制，退瞭金 ・年金，週休2日制等に

関しての調査結果についていえば， とりわけ

いく つかの璽変な点において，まだまだ社会

的に認知される屈用 ・労拗条件に到達してい

ない面が多々残されているのがわかる。現

在，麻齢者雇用，老後保悶労働時間短縮

等盛んに論議されているものの， そのいず

れにおいてもまだかなり困難な課題を抱えて

いるのが，本調査から明白に読みとれる。

第三は，女子バートクイマー，障苫者雇用

についてである。前者についていえば，府下

の中小企業における女子パー トクイ マーの平

均的な姿が抽出できるということ，そしてそ

れは以前から分析されている雇用 ・労慟条件

とそれほど変わりがみられないということが

調査結果から把握された。また後者につい

ては，現在の法律規定からして，従業員63人

未満1こ府用義務は実質上生じないとはいえ，

かかる規模での実態のデークが得られたこと

は貴重である。

いずれにしても，本調究報告はわが国の大

都市における中小企業の雇用 ・労働条件の現

水準を示すものとして大いに価値を有するの

みならず，毎年定期的に実施されているから

デークを時系列的に比較検討するう えでも有

効性を発揮するものである。




